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（午後 １時００分 開会） 

○福安計画課長 定刻になりましたので、東京都環境審議会計画部会第２回を開催いたし

ます。委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、本部会に御出席いただきまし

てありがとうございます。 

  私は、本審議会の事務局を務めます、東京都環境局資源循環推進部計画課長の福安で

ございます。よろしくお願いいたします。 

  計画部会２回目となりますけれども、開催に当たりまして、何点か注意事項を申し上

げます。本審議会はＷＥＢで行います。都庁の通信環境の状況によっては、映像や音声

が途切れる場合がございます。あらかじめ御了承いただければと思います。 

  御発言の際には、必ずお名前をおっしゃってから御発言いただきますよう、お願いい

たします。チャット機能を使って発言したい旨、伝えていただいても結構でございます。 

  最後になりますけれども、傍聴者の皆様におかれましては、発言を慎んでいただきま

すよう、お願いいたします。 

  定足数の確認をさせていただきます。本日は、１０名の委員の方に御出席をいただい

ておりまして、部会の委員総数１１名の半数を超えておりますので、審議会の運営要綱

第７第８項で準用しております、第６第１項で規定しております定足数を満たしている

ことを報告させていただきます。 

  それでは、議事に先立ちまして、事前にデータで送付させていただいております資料

の確認をさせていただきます。 

  資料につきましては、資料１から資料５がございまして、資料１が委員名簿、資料２

が前回審議会の振り返り、資料３が廃棄物処理を取り巻く状況、資料４が計画の基本的

考え方、資料５が改定スケジュールでございます。 

  資料の不足などがございましたら、事務局まで御連絡ください。よろしくお願いいた

します。 

  本審議会は、同運営要綱第９第１項の規定に基づきまして、ＷＥＢ上ではございます

が公開といたしますので、御承知おきください。 

  それでは、ここからの進行を田崎部会長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○田崎部会長 皆様こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

  計画部会の第２回ということで、よろしくお願いいたします。 

  

  議事次第に沿って議論を進めていきたいと思います。 

  まず最初に、資料２を使いまして、議題１ということで資源循環・廃棄物処理を取り

巻く状況ということで、事務局から御説明いただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○福安計画課長 まず資料２のところで振り返りを最初に少し御説明させていただきまし

て、その後、引き続き、取り巻く状況について御説明に入らせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  まず、資料２を御覧ください。前回の審議会、２月１２日の振り返りをまとめてござ

います。 
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  プラスチック関係におきましては、使い捨て容器が選択される流れが増えていて、プ

ラスチックの２Ｒ支援が重要というような御意見や、廃プラスチックの焼却量や排出量

の大幅削減に向けて、都と区市町村の情報共有、連携充実をさせることが重要といった

御意見をいただいております。また、食品ロス、食品廃棄物関係の御意見といたしまし

ては、２３区では、飲食店からの食品ロスが多い一方で、食品廃棄物のリサイクル施設

に持ち込まれる量としては、多摩地域のものが多いというところがございます。処理手

数料の関係も影響しているのではないかという御意見をいただいておりました。 

  また、適正処理の関係で、リチウムイオン電池についてです。こちらは、適正処理の

困難物について、国とも連携したスキームの活用が求められることや、紙おむつなどの

廃棄量が増えているといった御意見をいただいております。 

  また、小型家電、レアメタルの関係では、小型家電リサイクルについてです。都市鉱

山のプロジェクトとして、これまでも進めておりました。また様々なイベントなどの機

会も捉えて、しっかりと普及啓発をしていくという観点や、小型家電、レアメタルの関

係で言いますと、国に任せるところと、東京都自身がフォローするところと、それぞれ

を意識しながら考えていくことが重要といった御意見をいただいております。 

  また、仕組み・ルール関係でございますけれども、規制やルールの在り方についてで

すとか、使い捨てプラスチックに対する抜本的な発生抑制策、また廃棄物の処理手数料

に関するインセンティブの付与という観点でも、検討、議論が必要ではないかという御

意見をいただいてございます。 

  また、情報発信・普及啓発の観点です。データの見せ方の工夫や、東京サーキュラ

ー・エコノミー推進センター、Ｔ－ＣＥＣと呼んでおりますけれども、そういったとこ

ろの、実際に行動に移してもらえるような情報発信の強化が必要というような御意見を

いただいております。こういった御意見もしっかりと踏まえて、今後の議論を進めてま

いればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  引き続き資料３、廃棄物処理を取り巻く状況につきまして、説明のほうをさせていた

だきます。 

  資料３を御覧ください。 

  本日は、内容といたしましては、廃棄物処理計画の１章に織り込まれる内容のもので

す。資源循環を取り巻く国内外の動向や、都内における一般廃棄物・産業廃棄物の排出

量などについて説明をします。その上で、次の議題で資料４に移りますが、目指すべき

方向性と処理計画の改定で議論するスコープを定めていきたいというふうに考えており

ます。 

  次のページをお願いします。 

  最初に、我が国の資源利用と環境制約についてというところで、まず資源利用につい

てまとめてございます。日本は、資源の利用におきまして、約半数を輸入に依存してい

るという状況でございます。 

  循環利用量につきましては、年間投入量の１７％という状況でございまして、世界の

資源利用の動向に大きな影響を受ける可能性がございます。世界全体の資源消費量は増

加を続けておりまして、ＵＮＥＰの推計などでも、今後、資源消費量は増大する見込み

という推計が出されてございます。 
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  次、お願いします。 

  資源制約についてですけれども、各種資源につきましては、価格の不安定化のリスク

があるという観点、また資源産出・生産自体に環境影響が生じる恐れがございます。ま

た、経済安全保障の観点でも、重要鉱物の安定供給の確保という観点が重要と考えてご

ざいます。国内資源循環の促進に向けた取組の重要性は増している状況でございます。 

  次に、環境制約の観点のスライドを入れさせていただいています。人類の生存と良質

な生活に不可欠である自然資本が、気候危機や生物多様性の損失等により、大きな危機

に直面しております。資源の採取に当たって、自然環境への影響が非常に大きいという

状況はあるかと思います。 

  また、１.５度目標ですね。パリ協定に基づきまして、国際的な取組が進められてお

りますけれども、ＣＯ２の脱炭素に向けた取組という観点でも、またネイチャーポジテ

ィブの実現の観点におきましても、資源循環の取組というのは大きな貢献の余地がある

と考えております。 

  次、お願いします。 

  こちらはプラスチックの汚染対策を巡る国際的な動きということで、参考として括弧

でつけさせていただいていますが、計画の中ではコラムのような形で記載していくこと

を想定して、記載しているものでございます。 

  ＯＥＣＤの報告書などを見ますと、プラスチックの使用量、２０４０年、４７％増加

するというような予測もあるということでございます。ライフサイクル全体にわたって、

政策の措置が必要と認識してございます。 

  一方で、こちら国連において、プラスチック汚染対策の国際条約が議論されていると

ころでございまして、合意は２０２５年以降に先送りという状況になっておりますけれ

ども、引き続き国際的な議論も進めていくという状況でございます。 

  続きまして、２．持続可能な資源利用に関する国内外の主な動向についてでございま

す。サーキュラー・エコノミーへの移行に向けた国際的な動きについてまとめてござい

ます。 

  サーキュラー・エコノミー、循環経済の移行に向けた国際的な動きが急速に拡大して

おります。プラスチックを中心に、海外企業による再生材の活用による自主的なコミッ

トメントの動きというものが強まっている。また、再生材の需要の拡大も見込まれると

いうことで、それぞれ表にありますように、ＥＵの政策の動向や、それぞれの製造メー

カーにおける再生材利用に関する動きをまとめてございます。 

  次、お願いします。 

  次に、国内の動向についてです。国は、資源循環の計画を６年ぶりに、昨年８月に第

５次計画を改定したところでございますが、サーキュラー・エコノミーへの移行を国家

戦略に位置づけるというところで動いてございます。 

  また、あわせて法制度の観点でも、再資源化事業等高度化法、また太陽光パネルのリ

サイクルの義務化の新法という動きがございます。こういった推進体制の確保に向けた

取組を、国のほうでも動いてございますので、軌を一にした取組が必要と認識してござ

います。 

  次のスライドにおきましては、国の、昨年１２月に閣議決定されております移行加速
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化パッケージの内容について、スライドを参考としてつけさせていただいてございます。

廃棄物等の再資源化の例として、レアメタルなどの金属の回収、再生プラスチック、ペ

ットボトルの利用、自動車メーカーや家電メーカーでの再生材の利用が、企業の取組も

進んでいる状況です。また、建設廃棄物の再資源化、バイオマスの利用、食品ロス、食

品資源循環の観点や、衣料品のリペア、リユース等の取組を廃棄物の処理事業者、製造

業者、自治体が連携して、再資源化の質と量両面の水準を引き上げていくという動きが、

国のほうでも出てきております。 

  また、次のスライドでございますけれども、こちらも移行加速化パッケージの資料の

中にも入っておりましたけれども、サーキュラー・エコノミーポートという動きです。

再生材の原料を、東京だけではもちろん、循環利用はできませんので、広域的に回収し

て、また静脈物流を効率化して広域的に利用をしていく。こういった動きも出ていると

いうところも注視していく必要があると認識しております。 

  続いて、カーボンニュートラルに向けた動きについてまとめてございます。国は、温

室効果ガスの削減目標について、新たな目標を定めている中でございますけれども、東

京都におきましても、全庁の長期戦略といたしまして、２０５０東京戦略を、間もなく

公表する予定でございます。現在は案の段階でございますけれども、２０３５年の削減

目標の案も提示してございます。廃棄物部門におきましても、脱炭素化の推進が重要と

認識してございます。 

  次のページが、２０５０東京戦略の、これは前回の総会の中でも御紹介したものです

けれども、サーキュラー・エコノミーへの移行というものを柱立てして、様々な取組を

進めていく方針を示させていただいております。 

  記載の内容につきましては、改めてになりますけれども、循環経済への移行に向けて、

デジタル技術なども活用しながら、サプライチェーン全体で循環利用、行動変容、事業

者間の連携を推進していく必要があるという課題認識を持っております。 

  主な施策といたしまして、持続可能な資源利用の促進として、容器包装・製品プラス

チックの分別回収拡大、２Ｒ・水平リサイクルの社会実装、食品ロス対策の一層の推進。

また、処理・リサイクルの高度化として、プラスチックのマテリアルリサイクルに向け

て、処理設備の高度化を推進していくですとか、小型リチウムイオン電池の再資源化を

推進していく。また、太陽光パネルのリサイクル促進として、こちらの太陽光パネルの

高度循環利用の推進ということも掲げさせていただいております。 

  また、ＤＸの活用、そして様々な事業者に対する３Ｒのアドバイス、効率的な収集ル

ートの構築という取組の推進。また、持続可能な航空燃料でございますＳＡＦの普及を

拡大として、廃食用油の回収や、一般廃棄物からのＳＡＦ原料の製造といったところも、

取組を進めていく必要があると認識してございます。 

  また、サーキュラーエコノミー推進センターなどを通じた情報発信、マッチングの促

進なども掲げさせていただいたところでございます。 

  次のスライドになりますけれども、サーキュラー・エコノミーへの移行に向けた政策

目標ということで、このたび２０３５年の目標というものも、東京都として提示したと

ころでございますけれども、こちらの廃棄物審議会におきまして、こういった東京都の

設定した目標水準もしっかりと御議論いただきたい。その上で、施策の方向性を計画に
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しっかりと位置づけていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

  次のスライドですけれども、ＳＤＧｓの進捗状況等というところで、ゴール１２「つ

くる責任 つかう責任」というカテゴリー、そのほか資源循環に関わる項目、多くある

と認識してございます。目標達成の軌道に乗っているものは、一部にとどまっていると

ころでございまして、資源循環・廃棄物処理施策のさらなる底上げですね、資源循環の

分野からの貢献が必要と認識しております。 

   

  参考資料といたしまして、サーキュラー・エコノミーについて、概念的なものを改め

て参考資料としてつけているというところと、ＩＳＯの５９０００シリーズが循環経済

に関して、企業活動の中でサプライチェーンを通じたサーキュラー・エコノミーの側面

に関する情報を情報交換するための方法論、フォーマット、指標などが開発中という動

きもありますので、この辺りも注視しながら、東京都としてできることを考えていきた

いところでございます。 

  続きまして、３．東京の資源循環・廃棄物処理を巡る諸課題ということで、資料の説

明を続けさせていただきます。 

  まず、東京の資源利用についてまとめてございます。東京におきましては、都内の最

終需要について、東京の域外の生産に大きく依存をしている状況でございます。サプラ

イチェーン全体を視野に入れた取組が重要でございます。それぞれ産業別に全国の売上

げに占める割合もグラフでつけておりますけども、建設業、情報通信業、サービス業な

ど、東京の生産活動における割合が非常に高いところも、東京の特徴と認識してござい

ます。 

  次に、東京の人口動向についてです。東京の総人口は、２０３０年をピークといたし

まして、２３区におきましては２０３５年をピーク、多摩・島しょ地域では２０２５年

をピークに迎えるという見込みをうたっておりますけれども、生産年齢人口が減少する

中で、また高齢化が一層進む中におきまして、労働者の担い手不足ですとか、諸課題に

対応した効率的な廃棄物処理システムの確保を図っていく必要があると認識してござい

ます。 

  続いて、東京の都市活動・産業動向についてまとめております。東京都内には、多く

の企業、また外資系の企業が集積してございます。また、訪日外国人の旅行者が多いと

いった特色がございます。こういった企業の本社機能や、外資系の企業が集積すると、

大都市の責務といたしまして、物の作り方や、売り方、上流側の取組を促進していくこ

とと、大消費地として買い方、使い方を変革していく必要があると認識してございます。 

  次のスライドは、東京の都市活動・産業動向の附属資料として可視化したものでござ

いますけれども、御参考までに御確認いただければと思います。 

  続いて、廃棄物を巡る動向についてまとめてございます。まず、コロナ禍を経て令和

５年５月、コロナ５類移行後につきましても、コロナ前からごみ量の減少傾向自体は継

続している。ごみ量の減少は定着してきている状況がございます。 

  こちら、グラフを見ていただきますと、左が、都内収集ごみ、自治体が回収する主に

家庭ごみの処理量の変化と、実線が令和５年度の数値となってございます。また、右側

のグラフは持込ごみで、主にこのグラフでは事業系一般廃棄物です。事業者が出す可燃
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物のごみに関しての処理量の変化でございますけれども、こちらにつきましても、コロ

ナ前と比べて減少傾向が継続している状況でございます。家庭系のごみ、一般廃棄物で

事業系のごみと、それぞれあるわけですけれども、２３区で言うと、大体３割から４割

は事業系が占める。多摩地域においても、２割から３割程度は事業系が占めるというと

ころがございますので、家庭からの廃棄物だけではなくて、事業系の一般廃棄物、可燃

ごみの削減、リサイクルも進めていく必要があると認識しております。 

  次のスライドでございます。こちら、国の意識調査のデータを示してございますけれ

ども、コロナ禍を経て定着した行動、行動変容の状況です。左側のグラフで言うと、例

えばオンラインショッピングについて、通販の利用を引き続き続けていきたいとか、テ

イクアウト、デリバリーをするというようなライフスタイルが定着してきている状況が

見てとれるかと思います。 

  次のスライドをお願いします。 

  廃棄物処理業界を取り巻く状況についてまとめてございます。廃棄物処理業は、業務

の特殊性があるかと思います。人材確保につきまして、困難な状況がある。また、処理、

収集の現場におきましては、リチウムイオン電池の発火という問題も出てきて、大きな

社会問題になっている状況でございます。 

  一方で、こういった廃棄物処理業に関わられている皆様は、サプライチェーン全体で

の資源循環の促進に向けて、今後、製造業とも連携をしながら、再生資源の供給を拡大

する主要な役割を担っていく、そういったプレーヤーとなる業界と認識してございます

ので、こうした動静脈の連携という観点も、今後、処理計画の議論の中で検討を進めて

いきたいと考えております。 

  次のスライドでございます。 

  ＤＸ、デジタル技術の活用についてでございますけれども、廃棄物の収集運搬業、処

分業ともに、労働集約的な事業運営が多いところでございます。こういったところにＤ

Ｘを活用いたしまして、担い手不足、働き方改革への対応にも貢献していくといった方

策についても議論が必要と考えてございます。 

  また、動静脈連携に関する情報共有も、まだまだ緒についたばかりでございますので、

右下のグラフですけれども、ＤＸによって再生資源のトレーサビリティをしっかり確保

していく。それがサーキュラー・エコノミーの促進につながるという観点も重要と認識

してございます。 

  次のスライドは参考資料でございますが、一般廃棄物の収集運搬業務の労務費の価格

転嫁・働き方改革の推進という観点で、国が昨年９月に、対応すべき重要事項を通知し

てございます。東京都といたしましても、区市町村に対する総合的な支援を行っていく

ところで取組を進めているところですけれども、いずれにしても、廃棄物処理業界の収

集運搬、処分の事業の働き方改革事業の効率化という取組が急務と認識してございます。 

  次をお願いします。 

  自然災害への備えについてまとめてございます。首都直下地震の発生も、今後見込ま

れる中で、豪雨、台風といった水害に対する備えも、しっかり取り組んでいく必要があ

ると認識してございます。 

  また、能登半島地震の災害廃棄物の処理に関しましても、東京都では広域処理を御支
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援させていただいてございます。災害廃棄物の都内清掃工場での受入れという取組を進

めているところでございますけれども、そういった広域処理の観点も含め、災害廃棄物

の処理体制の強化、区市町村職員の人材育成、業界団体との連携が重要と認識してござ

います。 

   

  次に、４．東京の廃棄物処理の概況についてまとめてございます。 

   

まず、東京の廃棄物処理の概況といたしまして、一般廃棄物排出量について、都内で

は２０２２年度で４１９万トン、２０００年と比べますと２５％減少でございます。 

  こちらのグラフは、青の点線が２３区、区部のごみの排出量、黄色の点線は、多摩地

域の自治体の１人当たりのごみの排出量です。こうした傾向が見てとれると。１人当た

りの排出量については、東京の区部と多摩地域で、地域の特性があるというところでご

ざいます。 

  特に、次のスライドを見ていただきますと、多摩地域におきましては、家庭ごみの有

料化も、３０市町村中２９市町村で実施されているというところがある。特別区におき

ましては、現在、有料化は行われていないわけですけれども、東京都といたしましては、

２３区に対しましても、共同検討会というような場を通じて、有料化も含めて議論を促

しているところでございますけれども、さらなるごみの減量に向けて、様々な方策を検

討していく必要があると認識しております。 

  次のスライドになります。 

  一般廃棄物の可燃ごみの組成について円グラフで示してございますけれども、一般廃

棄物の排出量の８割を占めます可燃ごみの組成を見ますと、紙類が４割程度、厨芥ご

み・プラスチックごみも、それぞれ２割、繊維・木草なども５％ずつというような傾向

が見てとれます。 

  円グラフは、左側が区部、右側が多摩地域の可燃ごみの組成割合を示しておりますけ

れども、区部においては紙類・プラスチックが２割程度を占めているということで、プ

ラスチックの分別収集をさらに進めていく必要がある。 

  また、多摩地域におきましても、容器包装につきまして、分別収集は進んでいる一方

で、製品プラスチックなどの回収が、これからという状況がございますので、プラスチ

ック類が多摩地域においても１５％ほど入っているところ。この辺りの取組の後押しが

重要と認識しております。 

  次に、一般廃棄物の再生利用率についてまとめてございます。こちら、都内全体のも

のと、区部と多摩で分けてグラフを作らせていただいてございます。多摩地域の再生利

用率につきましては、全国有数の水準で高いレベルを維持しているわけですけれども、

区部の取組の底上げというところは、一つ課題と認識してございます。 

  次のスライドですね。こちら、プラスチック製容器包装の分別の実施状況でございま

す。黄色の網かけをしているところが、分別収集未実施、もしくは１人当たりの処理量

が少ない自治体です。ペットボトルを除いて集計したものでございますけれども、こち

らも分別の実施状況を見ましても地域特性が出てきておりますので、取組の底上げが必

要と認識しております。 
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  次のスライドは、一般廃棄物の最終処分量についてでございます。減少傾向は見てと

れるわけですけれども、東京都内の一般廃棄物の最終処分量を見ますと、２３区におき

ましては、中央防波堤の埋立処分場におきまして、焼却灰などの埋立てを行っているわ

けですけれども、焼却灰自体をセメント原料などにして、再資源化するという、ごみの

減量と焼却灰の再資源化、両輪の取組を通じて、最終処分量の削減を進めているわけで

すけれども、さらなる処分量の削減に向けた方策を検討していく必要がある。 

  また、多摩地域におきましては、最終処分量はほぼゼロ、焼却灰につきましても、全

量をセメント原料として再資源化する状況になってございます。 

  次のスライドでございますけれども、一般廃棄物の処理体制についてまとめてござい

ます。一般廃棄物ですね、区市町村や民間処理業者が設置するごみ処理施設の処理能力

につきましては、おおむね横ばいの傾向にある。処理能力という点では、能力は確保し

ているところではございますけれども、処理施設自体は、一度建設しますと、数十年に

わたり稼働するものでございます。今後、少子高齢化、人口減少などの社会構造の変化

に伴う影響も注視して、一般廃棄物処理の広域化、処理施設の集約化について、重点的

に検討することが重要と考えてございます。 

  次に、産業廃棄物の排出データの取りまとめを紹介させていただいてございます。産

業廃棄物の排出量でございますけれども、種類別で見ますと、下水汚泥が多いというと

ころでございます。次いで、がれき類、建設汚泥が排出割合が多いということで、東京

の地域特性といたしまして、建設工事から排出される建設廃棄物が多くを占めていると

いう状況でございます。 

  次のスライドでございますが、産業廃棄物の再生利用量についてです。再生利用量全

体は、横ばい傾向でございます。建設副産物のリサイクル施策について、建設リサイク

ル法なども２０００年以降施行されてございまして、取組が進んでいるところでござい

ます。一方で建設廃棄物の再生利用量は増えてきていますが、小さく米書きで書かさせ

ていただいておりますけれども、公共工事、道路などでの再生砕石の利用の減少という

ようなところも直近の動きとしてございますので、再生材の利用拡大に向けた方策をし

っかり検討していく必要があると認識してございます。 

  次に、産廃の最終処分量についてです。こちらも減少傾向で推移してございますが、

種類別で見ますと、建設汚泥は、建設リサイクル法などで減少が進んでいるというとこ

ろでございます。また、混合廃棄物、ガラス・陶磁器くずといった建設廃棄物由来の割

合が高いという傾向がございます。 

  次のページですが、産業廃棄物の処理体制についてですけれども、産業廃棄物の処理

設備におきましては、高度な選別ができるような処理設備の導入などを通じまして、再

生資源の質と量を高めていくということが重要とに認識してございます。 

  次が、このパートで説明する最後のスライドとなります。全国の自治体の３Ｒの取組

の中で、上位の自治体というところで御参考までに、多摩地域は全国トップレベルの取

組がされている。ごみの有料化、分別の徹底というところで取組が進んでいるというデ

ータをつけさせていただいてございます。 

  資料３、取り巻く状況についての説明は以上でございます。御審議のほど、よろしく

お願いいたします。 
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○田崎部会長 御説明ありがとうございました。ただいま資料２、３を連続して説明して

いただきました。 

  まず、資料２につきましては、このような意見が出たということで、何か事実誤認等

があれば御発言いただければと思います。資料３については、事務局からの説明で疑問

に思った点などがありましたら、御指摘いただければと思います。できるだけスライド

の番号等を発言していただいたほうがいいかと思いますので、特定のスライドがある場

合には、言っていただければと思います。 

  では、挙手をしていただいて、お名前を言っていただいた後に発言いただければと思

います。どなたか、御意見はありますでしょうか。いろいろ説明があったかと思います

が、気になる点、発言いただければと思います。 

  では、大石委員から、お願いいたします。 

○大石委員 御説明ありがとうございました。私からは、気がついたことと質問とを述べ

させていただければと思います。 

  まず、１点目、気がついたことですけれども、今回の説明の中に、脱炭素に向けて

様々な取組が出ていて、特に太陽光パネルのリユース、リサイクルについて１３ページ

のサーキュラー・エコノミーのところ、１７ページにはリサイクル促進という話も出て

いました。 

  東京都は、ほかの自治体よりも率先して、主に事業者向けですが、太陽光パネルの設

置を強く勧めており、消費者に直接ではないのですが、一方、消費者の中には太陽光パ

ネル設置を躊躇する理由の一つとして、廃棄物のことを気にして見合わせる方もいらっ

しゃるという話を聞きます。そういう意味で、事業者だけではなくて、都民に向けても、

都が率先して太陽光パネルの廃棄・リサイクルについての取組を行っているということ

を、ぜひ広報して、都民の理解を深めていってほしいと思ったことが１点です。 

  それから、質問です。サーキュラー・エコノミーという言葉が、今回何度も出てきて

おり、確かに社会の仕組みとしてサーキュラー・エコノミーは大変重要です。どちらか

というと事業者の方は、このサーキュラー・エコノミーの意味を知り、事業の中で確実

に進めてくださっていると思うのですが、重要なポイントに存在する消費者にとっては、

今までのごみ分別とこのサーキュラー・エコノミーがどのように違うのか、どういう行

動をすれば、サーキュラー・エコノミーに自分たちが役立つのかというところが、まだ

しっかり理解できていないところがあるのではないかなと感じております。 

  そういう意味で、自治体といいますか、都の役割として、事業者と行政と消費者とを

つなぐ役割もあると思います。都民の理解を進めるための何か施策というようなものも、

計画の中にあってもよいのではないかと思いました。何か計画があれば教えていただき

たいと思い、質問させていただきました。 

  今のところ、この二つです。よろしくお願いいたします。 

○田崎部会長 ありがとうございます。では、事務局からお答えいただけますでしょうか。 

○山中資源循環調整担当課長 資源循環調整担当課長の山中です。 

  パネルのリユース、リサイクルについてありがとうございます。都民に向けて、太陽

光パネル、リサイクルできるというところの周知は、今もやっているところですけれど

も、さらに力を入れてやっていくという取組が必要だと、先ほどの話を聞いて思ってお
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ります。そういう取組を進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

○福安計画課長 大石先生ありがとうございます。計画課長の福安でございます。 

  重ねてになりますが、太陽光パネルの新築住宅への設置の義務化というものを、東京

都では４月１日から開始する段階に来ております。そういった中で、おっしゃるとおり

廃棄物のことを気にされる方もいるということで、様々な媒体ですとか、Ｑ＆Ａ等で、

普及啓発しているところではございますけれども、パネルのリサイクルに関しても、今

後とも広報を行い、理解促進に努めてまいりたいと考えております。 

  また、サーキュラー・エコノミーの考え方につきまして、まだまだ、言葉自体は何と

なく新聞などでも出てくるわけですけれども、都民の理解というところについては、ま

だ緒についたばかりというところは、先生御指摘のとおりかと思います。 

  やはり、再生材をいかに再生資源として製造メーカー等に戻していくかというところ

におきましては、消費者の方々のごみの分別が何よりも重要。その取組が再生材の質、

量をしっかりと確保するという取組につながっていくという流れになりますので、何の

ために自分がごみ分別をしているのかを、よりしっかりと認識していただくためにも、

広報の工夫は重要かと思ってございますので、今後の都民、事業者に向け、特に消費者

に向けた、いかに訴求させていくかという観点では、この審議会の中で議論ができれば

と思ってございますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

  事務局からは以上でございます。 

○田崎部会長 ありがとうございます。  

  続いて平湯委員、いかがでしょう。 

○平湯委員 平湯です。よろしくお願いいたします。 

  まず、資料２の４ページですが、前回の審議会で恐らく私が発言したことかと思うの

ですが、記載の表現が気になったものがあります。最後の行ですが「知っているが実際

に行動に移してもらえないような取組」、ここの「行動に移してもらえない」という言

い方は、何となく上から目線といいますか、もう移すのが当然、のような感じに聞こえ

てしまいます。「なかなか行動に移せないような」や「行動を起こせないような」等の

表現のほうが適しているかと思いました。もし、御修正を検討いただけるならお願いし

たいと思った次第です。よろしくお願いいたします。 

  次に資料３、２３ページですが、大変細かい資料を作っていただいて、初めて知った

こともありますが、その中でも、特に「人口」とごみや環境というのは、重要なキーワ

ードになると思います。特に一般廃棄物のことですが、自治体がごみ処理の主体、責任

を持っているという以上、今後、自治体がどうやっていくかというのは非常に重要で、

人口は近いうちにピークに達するということですが、問題はその人口構成で、生産年齢

人口が減少すると、税収に影響があり自治体の財力に影響が出て、ごみ行政も逼迫する

など、負の連鎖がつながっていってしまいます。 

  例えばですが、複数の自治体で協力し合う、協働し合う、民間スキームを使うなど、

そういうようなことの検討というのは、すでに十分されているのかということを、質問

させていただきたいです。 

○田崎部会長 ありがとうございます。まず、資料２のほうの文言の修正ですけども、こ

の点、異論のある方はおられますでしょうか。なければ、上から目線でないような形で
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修正していただければと思います。 

（なし）  

○田崎部会長 では、そのようにさせていただくとして、資料３の質問について、事務局

からお答えいただければと思います。 

○福安計画課長 事務局でございます。 

  平湯先生、資料２の表現につきまして、こちらでも十分な確認ができておらず、申し

訳ありませんでした。資料を修正させていただきます。 

  また、御指摘のように、人口減少という社会構造の変化を捉えた廃棄物処理システム、

特に自治体においても清掃工場の建て替えをいかに進めていくかは、重要なことと認識

してございます。 

  一般廃棄物の処理体制ということでスライドにお示ししたところもあるのですが、国

でも、今年度から数年間にわたって、各自治体における広域化、集約化に向けた計画を

定めていくようにと、方針が示されている状況がございます。東京都としましても、こ

の一般廃棄物処理施設の広域化、集約化に向けて、都内自治体の議論を促していくこと

を今後進めていく必要があると考えてございますので、この辺り、今回の廃棄物処理計

画の改定におきまして、大きな論点かと考えておりますので、また次回以降の個別施策

会において、御議論もしっかりさせていただければと思ってございます。よろしくお願

いいたします。 

  以上でございます。 

○平湯委員 ありがとうございます。 

○田崎部会長 では、続きまして山本委員、お願いいたします。 

○山本委員 ありがとうございます。私のほうから２点で、一つ目が、スライド１７のサ

ーキュラー・エコノミーです。これ全体に関わるわけではないんですけれども、いろい

ろな施策を出されていく中で、これまでの循環型社会みたいな取組に比べて、少し横出

しというか、いろんな行動が広がっていく中で、既存のいろんな、これまで取組をされ

ていた方の、ハレーションというか衝突みたいなものがあったりするのかなとちょっと

思った。 

  例えば、ここでＳＡＦのために廃食用油を集めて、さらには一廃からもどんどん集め

るときに、これまでも廃食用油を一生懸命集めて、別のことに使っていた人たちがいる

んじゃないかと。そういう方たちが、このＳＡＦという大きな目標が出てきた結果、こ

れまでやっていた取組を続けられないことが、いいのか悪いのかもちょっと分からない

んですけれども、そのような社会的なムーブメントとして大きくなってきたがゆえに、

これまでいろいろやっていた人たちに、急激な変更が起こってきたりとか、そういうの

があったりすると、急激な変化はよくないのかと。その辺りもちょっと目配せをしなが

ら、政策のサーキュラー・エコノミーに移行を進めていく視点は、行政の立場として重

要なのかなというのを感じたところが１点です。 

  もう一点が、先ほど大石委員からもありました太陽光パネルの件ですけれども、既に

国のほうでも今、リサイクル側の義務化を進めているところで、家庭用は、あまり網に

かからない。せっかく、リサイクル側での制度化が進む中で、東京都さんならではとい

うことで、先ほど大石委員からも、そのリサイクル側のという問題の指摘ありましたけ
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れども、できる仕組みにうまく整合しつつ、より少ない社会的なコストでできるような

仕組みを、常に念頭に置いて進めていただくといいのではないかと感じました。その点

もコメントさせていただきます。 

  以上です。 

○田崎部会長 御指摘ありがとうございます。二つ、視点をいただきました。一つ目は、

特に循環資源の取り合いが、取組が加速化すればするほど起こってしまうところのハレ

ーションでもあります。 

  事務局でお答えを用意しているようでしたら、お願いいたします。 

○山中資源循環調整担当課長 資源循環調整担当課長の山中でございます。 

  ありがとうございます。廃食用油の回収は、ＳＡＦにつなげていこうというところで

すけれども、御指摘のとおり今でも、もともと廃食用油の回収はやっている中で、そこ

との取り合いは、御懸念のとおりだと思います。我々としては今、廃食用油の回収がさ

れていなかったところ、例えば家庭用の廃食用油は、回収がまだされていないというと

ころがございました。そういった、まだ回収されていないところを重点的に回収の促進

をしていくところでございます。でき得れば、今までやってきた取組との衝突がないよ

うな形で、配慮しながらやっていきたいと思っております。ありがとうございます。 

  二つ目のパネルについてですが、太陽光パネルのリサイクルの義務化、国のほうで制

度検討されておりまして、３月２１日にも委員会が行われており、その中で、もともと

取りまとめ案の中では、原則、全ての太陽光パネルに対してリサイクルを義務化すると

いうところで、家庭用もその中に入る認識ではおります。 

  ただ、国の制度の細かいところというのは、これから詰めていくところでございます。

今後、国会に法案提出されていって、細かいところがその後、法令の制定に向かってい

くところがございます。そういった中で、東京都でさらにできることがあるかどうかは、

おっしゃるとおりに見ていく必要があると思っております。 

  以上でございます。 

 

○福安計画課長 事務局から補足させていただくと、太陽光パネルのリサイクルの義務化

と整合してというところで、山本先生御指摘のとおりかと思います。より少ない社会的

コストでというところに関しては、東京都内では特に、これから２０３０年代後半以降、

住宅用太陽光パネルの廃棄が出てくるだろうという中で、いかに効率的に収集運搬をし

ていくか、社会的コストを下げていくという取組が非常に重要と考えております。そう

いった観点で、太陽光パネルの処理施設の整備、収集運搬を効率的に行うための積替え

保管の場所の整備等、そういったところも、東京都としても取組を後押ししていく必要

があると考えておりますので、そこもまた議論を深めていければと思ってございますの

で、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○山本委員 はい、ありがとうございました。 

○田崎部会長 では、続きまして、岡山委員、粟生木委員の順でお願いしたいと思います。 

  まずは、岡山委員、よろしくお願いいたします。 

○岡山委員  
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  １４ページ目の加速化のパッケージのところでも、やはり大切なところは、資源利用、

循環利用のところで御指摘があったところですけれども、サーキュラー・エコノミーは

リサイクルエコノミーではなく、私は２Ｒ主体でなければいけないと強く思っています。

例えば、この左上の促進のところも、最初のところで、プラスチックの２Ｒが太字で書

かれていていいのですが、その具体的な施策というものが全く明らかでない。あまり技

術的には高度なものではないかもしれないですが、やはり地道にリユースを進めるよう

な施策がすごく重要だと思っていますし、リデュースは特に重要だと思う。 

  先日、某区のスーパーマーケット５０店舗ぐらいを学生と一緒に調べて、青果物がど

れだけプラスチック包装されているか、あるいは、どのくらい裸売りされているか調査

をしたのですが、結果から申しますと、面積的に１割ぐらいしか裸売りされていないの

です。そうしたときに、裸売りではなぜいけないのか、スーパーのほうにも多分、何ら

かの誤解、あるいは消費者に対する何かがあり、プラスチック包装されているのではな

いかと感じました。もう少し丁寧に、そういった包装のところを、できるだけ裸売り、

量り売りに持っていけるようなことを、都としても何か後押ししてもらえるといいなと

思っています。 

  それからもう一つ、このエシカル消費というのは、最近気になっていまして、エシカ

ルという言葉もＳＤＧｓの中から生まれてきて、一部ではよく聞かれてはいるのですが、

一方で、消費者に対しては全く浸透していないと私は感じています。 

  昨年度と今年度、都内４自治体でアンケート調査を８００人ぐらいに取っており、そ

の中でも、エシカルというのは、ほとんど知られていない。しかも、エシカル消費をし

ていますといったときに、何がエシカル消費なのか分からないという人たちがほとんど

です。 

  分からないものはできないので、これを別に小学生に教えることも悪いとは言ってい

ません。言っていませんけれど、気になるのが３Ｒという言葉、及び３Ｒの実践率がも

のすごく下がっています。４自治体の調査結果からは、意味も知っているし、実際にや

っていますと言った人が全体で１割ぐらい、９％から１３％ぐらいしかいなかったので

す。。 

  逆に言うと９割の人が聞いたこともない、あるいは知っているけれども、やっていな

いと答えている。今こそ、もう一回３Ｒということで、リデュース・リユースをきちん

と教育の現場でも伝えていく。小学生だけではなく、大人も含めて伝えていくようなこ

とをお願いしたいと強く思っています。 

  最後に、リデュースで言うと、最後の４４ページの参考ですが、多摩地区は、やはり

いつも思うんですけど、すごく優秀。ただ、リデュースと書いてありますけど、単純に

１日当たりの発生量ですよね。この多摩地区が必死でやっている様々な２Ｒ、３Ｒに向

けた施策による効果を測ったものではなく、単純にごみ発生量だけを並べたものですの

で、リデュースと書かれると、どうなのかなとちょっと思っています。これは単なる意

見です。 

  以上です。 

○田崎部会長 御指摘ありがとうございます。エシカル消費については、平たい説明だと、

影響をしっかりと考えるという言葉がありますけれども、どんな影響かも含めて、きち
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んと説明をしないと伝わらないところもあるかと思います。 

  それから、国のほうのアンケート調査でも、やはり３Ｒなど認知行動が少しずつ、こ

の１０年ぐらい下がってきているという事実がありますので、それも含めて都のほうで

考えていることをお返事いただければと思います。いかがでしょうか。 

○荒井資源循環計画担当課長 資源循環計画担当課長の荒井でございます。 

  私のほうから、２Ｒの取組について御回答させていただきます。 

  先生のおっしゃるように、リデュース・リユース・リサイクルという形で、リサイク

ルするよりも優先順位がリユースが高いということで、都におきましてもこれまでコー

ヒーチェーンと連携したリユースカップを普及させる取組とか、オフィスビルなんかで

も給茶機等々、コーヒーのカフェとかでも、マイボトルを使えるような形で、いろんな

企業の取組について後押ししているところですけれども、まだまだ広がりが少ないとこ

ろでございます。 

  また、スーパーでも、バナナの量り売りも、バナナの生産メーカーさんと連携して取

り組んだりしておりますけれども、まだまだ広がりに欠けているところもある。そうい

った御指摘かなと思っておりますので、その辺りをいかに社会に定着させていくかとい

う点で、この審議会の中でしっかり議論を重ねていって、さらに定着に向けた、より効

果的な施策を検討いたしていきたいと思っております。  

  リユースについては以上でございます。  

○福安計画課長 岡山先生、ありがとうございます。  

  先生から今、アンケートで３Ｒの実践率、認知度が非常に低いというところは、私ど

もも十分認識しておらず、改めて気づかされたところでございます。ぜひ、またデータ

なども共有いただけるとありがたいと考えてございます。  

  また、３Ｒについて、環境教育の底上げというところは、岡山先生が御指摘のとおり

かと思います。そもそも消費者の、まず一番身近な取組である３Ｒの取組、とりわけリ

サイクルよりも２Ｒというところを、消費者の方、また、小学生の皆さんの行動変容を

促すような仕組み、方策を議論していければと考えております。  

  また、エシカル消費の関係につきましても、認知度がまだまだと伺ってございます。

これは東京都でも、環境局だけではなくて、庁内で連携した取組ということで、生活文

化局が主体となってやっている。例えばエシカル消費、食品やファッション、そういっ

たことを小学生の教育に加えて、事業者、業界団体等、そうした方々とのワークショッ

プや、草の根の普及啓発活動を始めているところです。環境の取組、資源循環の取組が

様々な効果を持つ、資料の中でもマルチベネフィットといった書き方をしているところ

がありますけれども、様々な好循環を生み出すことにつながるということで、様々な効

用があるところも、分かりやすく伝えていく観点は非常に重要かと思います。今後、施

策として新たな展開ができればと考えておりますので、引き続き、検討してまいりたい

と考えてございます。  

○岡山委員 よろしくお願いします。  

○田崎部会長 続きまして、粟生木委員、お願いいたします。  

○粟生木委員 御指名ありがとうございます。  

  私からは、データの提示の仕方について、コメントというか、今後の期待ですけれど
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も、ページの２２、スライドの「東京の最終需要」のイメージ図です。本資料は全体的

にサーキュラー・エコノミーの強調もしていただいていたと思うのですが、要は一つの

経済圏で、人々のニーズを満たしつつ、資源の動きがどのようなものかを捉えることが、

今後、重要かなと思います。  

  そういった意味で、例えば循環利用量の流れも、こういった図から分かるといいと思

います。  

  資料２の中で大消費地であるというお話がありましたけど、逆に言うと、後段に再生

利用量のデータを載せていただいていますけど、循環利用のポテンシャルもたくさんあ

る経済圏だということかと思います。  

  循環利用のポテンシャルが大きい経済圏から、国内のその他地域での生産にどのぐら

い循環利用量を供給・貢献したかというところも見えてくると、今後の計画が立てやす

くなると感じました。  

  以上です。  

○田崎部会長 では、事務局から、御回答をお願いいたします。  

○塚田資源循環推進専門課長 資源循環推進専門課長の塚田でございます。  

  大変重要な御指摘、ありがとうございます。私どもは、大消費地としての東京という

観点から、いわゆる資源循環というものにも貢献できるだろうと、その役割も結構大き

いだろうという意味合いでこのイメージ図をお示ししておりますが、確かに御指摘のと

おり、循環利用量というものがどういった大きさで、どういうふうにかかってくるのか

というものをもう少し定量化できれば、もっと分かりやすくなるだろうと認識してござ

います。  

  ただ、これをどういう形でできるかというのをちょっと検討させていただければと思

います。  

  以上です。  

○粟生木委員 ありがとうございます。  

○田崎部会長 続きまして、高橋委員の手が挙がっていますので、高橋委員の質問を最後

に、資料３の議論を終わりにしたいと思います。  

  高橋委員、どうぞお願いいたします。  

○高橋委員 高橋でございます。よろしくお願いします。  

私からの質問ですけれども、もし分かれば教えていただければと思うのですが、カー

ボンニュートラルとの関係でございまして、サーキュラー・エコノミーについてカーボ

ンニュートラルにも資するということで資料にも記載がございます。ただ一方で、具体

的にどのぐらいカーボンニュートラルに寄与するのかというのがよく分からない部分も

ありまして、例えば、当然資源回収をしてリサイクルするときに、一定のエネルギーを

使ってリサイクルするとすれば、本当にカーボンニュートラルに資するのかみたいな議

論もあると思っておりまして。そのあたり、何かモデルとか、そういったものがあって

一定のデータとしてこのぐらい削減に寄与するのだというようなものがあれば教えてい

ただければと思います。  

以上でございます。  

○田崎部会長 いかがでしょうか。  
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○塚田資源循環推進専門課長 資源循環推進専門課長の塚田でございます。  

  なかなか難しい御質問でございまして、いわゆるサーキュラー・エコノミーがどの辺

りまで影響を及ぼすのかというところが、今のところ、私どもはモデルみたいなものを

持っておりませんので、すぐに何かお示しできるデータもないのですが、その辺も、何

かデータでそれらしいものをお示しできるかどうかも含めて、少し検討させていただけ

ればと思います。  

  以上です。  

○高橋委員 ありがとうございます。それにも資すると資料に書いてあると、じゃあ、具

体的にどのぐらい貢献するのみたいな御指摘もいろんなところからあるのかなと思った

ものですから、もしそういうものがあるのであれば、ありがたいなということでお聞き

しました。ありがとうございます。  

○田崎部会長 そうですね。東京レベルで算出することは多分難しいとは思うのですけれ

ども、サーキュラー・エコノミーの廃棄段階だけを見ていると、結構、割合としては

数％なのだと思うんですけども、サーキュラー・エコノミーで資源循環をすることによ

って、新しい天然資源から作る素材のエネルギーを減らせるとか、動脈側でのこともき

ちんとカウントすると、それなりの相応の効果があるというような研究は国際的にはあ

りますので、そこまで含めると効果があると認識していただくのがよいのかと思います。  

  それでは、まだ資料３について疑問が残る点があるかもしれませんけれども、ちょっ

と時間が押していますので、まずは資料４について御説明いただいた上で、また議論に

戻りたいと思います。  

 では、資料４では、都の計画の基本的な考え方について御説明いただきます。  

  事務局、どうぞよろしくお願いいたします。  

○福安計画課長 事務局でございます。資料４を御覧ください。  

  まず、計画の基本的な考え方と目指すべき方向性でございます。  

  まず、廃棄物処理計画の位置付けでございますが、記載のとおりでございます。  

  計画の期間につきましては、２０３０年まで、また、２０５０年の東京の将来像も視

野に入れつつ、２０３５年を想定した長期的な施策展開の方向性についても、併せて実

施していくことを考えております。  

  こちらにつきましては、次回以降の施策の具体的な検討の中で、ごみ量の推計等のデ

ータもお示ししながら議論できればと考えております。  

  次のスライドになります。  

  これまでの計画の変遷、新しい計画のコンセプトということで記載してございますけ

れども、先ほど申し上げました２０３５年のビジョンと施策展開の方向性を提示する。  

  また、静脈分野からサーキュラー・エコノミーへの移行を促進する、社会変革を加速

していくための取組、また、廃棄物処理システムのさらなる充実強化を推進するという

観点で、新計画を２０２６年３月に策定してまいりたいと考えてございます。  

  次のページに、２０３５年の目指すべきビジョンを下段のほうに書かせていただいて

ございます。  

  資源の大消費地・東京の責務といたしまして、ＣＯ２排出実質ゼロにも貢献する持続

可能な資源利用に向けた取組をサプライチェーン全体で推進し、循環経済への移行促進
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を図るとともに、社会課題に的確に対応する資源循環・廃棄物処理システムの安定的な

基盤の確保を目指す、こういった姿を実現するための方策を検討してまいりたいと考え

ております。  

  続いて、計画推進に向けた施策体系の全体像です。  

  次のスライドになりますが、現行の計画では三つの柱を定めた上で施策分野を定めて

います。  

  計画を支える三つの柱ということで、まず１、資源口ス削減と循環利用の強化・徹底

でございます。リデュース・リユース・リサイクルを誘導し、廃棄物の循環利用をこれ

まで以上に徹底していくこと。  

  また、２、持続可能な資源利用の実現に向けた社会変革の加速ということで、多様な

主体との連携・協働のもと、仕組み・支援両面から社会変革の加速・進展を促す取組を

強力に推進していく方策。  

  また、３、社会課題に対応した強靭で安定的な廃棄物処理システムの確保といたしま

して、人口減少などの社会構造の変化、また、自然災害への備え、カーボンニュートラ

ルへの貢献など、様々な社会課題への的確な対処を図り、廃棄物処理システムのさらな

る充実強化を進めていく、こういった観点で柱立てを考えております。  

  次のスライドを御覧ください。  

  今後取組を推進する施策領域として、それぞれ計画の柱ごとに施策分野を定めさせて

いただいております。  

  また、各施策領域の具体的な方向性は、次回、御審議させていただきます。  

  まず、重点対策分野を定めてまいりたいと考えてございます。  

  プラスチック対策、食品ロス対策、ＳＡＦ、バイオマス対策、建設廃棄物、こういっ

た取組について、重点的な対策を講じてまいりたいと考えてございます。  

  また、徹底した排出抑制といたしまして、リユース、リペア、シェアリング、先ほど

の御意見の中でもいただいてございましたけれども、こういった２Ｒの取組も含めまし

て、多様なビジネスモデルの活用・連携による発生抑制方策を検討してまいりたい。  

  また、各種処理手数料、家庭ごみ、事業系ごみ、それぞれ有料化しているところがご

ざいますけれども、そういった料金設定の活用の検討という観点も論点になるかと思い

ます。  

  また、循環利用のさらなる促進といたしまして、収集運搬の効率化のような、リサイ

クルルートの強化、また、リサイクルの施設の高度化、そうしたリサイクル基盤の充

実・強化を図ってまいること、また、グリーン購入などの公共調達を活用した再生材需

要の創出拡大、こちらは、大都市東京として、大消費地として、こうした取組をさらに

強化していく必要があると認識しております。  

  また、計画の柱２でございます。  

  多様な主体との連携・協働の促進について、意欲的な企業、自治体、団体などとの施

策推進アライアンスとして、資源循環の取組を進めるためには、動静脈連携、また、消

費者の意識の変革、構造の変革、そういった取組が非常に重要と認識してございます。  

  また、東京都環境公社に設置しておりますサーキュラー・エコノミー推進センターの

強化、また、産業廃棄物の処理業者の方の、優良性基準適合認定制度というようなもの
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もございます。こうしたところも活用しながら、業界連携・動静脈連携の一層の推進を

図っていくことが重要と認識してございます。  

  新たな仕組みづくりという施策領域におきましては、新たな社会指標の設定検討など

も検討してまいりたい。  

  企業活動において、サーキュラー・エコノミーへの貢献度合いなどを指標化できない

か、そういったところも考えてまいりたい。  

  また、資源循環のさらなる促進に向けて、法令などの規制の緩和措置ですとか、柔軟

な適用についても検討していくことが重要と考えてございます。  

  また、持続可能な資源利用の主流化として、実証事業を様々に東京都も進めておりま

すけれども、いかに社会実装につなげていくかが重要と考えてございます。そうした観

点でも、サーキュラービジネスの活性化のための方策、これは環境局だけではなくて、

東京都においても様々な産業部門も含めた連携が必要と認識してございます。そこの議

論も深めてまいりたいと考えてございます。  

  次に、計画の柱３でございますけれども、社会課題に対応した安定的な処理システム

の確保でございます。  

  廃棄物処理システムのＤＸ、ＢＰＸといった言い方もあるかと思います。ビジネスプ

ロセストランスフォーメーションというところの推進、また、働き方改革、担い手不足

を踏まえた取組を後押ししていく必要がある。また、人口減少を見据えた広域化、集約

化という観点が必要。  

  また、適正処理の確実な遂行という観点から申しますと、リチウムイオン電池対策や、

小型家電の回収をいかに促進していくかという観点も重要と考えてございます。  

  その他、ＰＣＢ、不法投棄対策の推進という観点も重要と考えております。  

  災害廃棄物対策につきましては令和５年９月に、本審議会においても議論していただ

いた上で、災害廃棄物処理計画を改定しておりますが、能登半島地震の中で、また様々

な課題が見えてきているところでございますが、着実な取組を推進していく必要がある

と考えてございます。  

  また、脱炭素化とシナジー施策の展開というところでございますけれども、再生可能

エネルギーの積極的な活用、設備の高度化、静脈物流の効率化といった取組を通じまし

て、廃棄物処理システムの脱炭素化の推進を図っていく。  

  また、他の政策分野との相乗効果でございます。ＣＯ２削減にも貢献をする、また、

生物多様性にも貢献していく、エシカルの観点、様々な相乗効果が見込まれる資源循環

施策を積極的に展開する、こういった観点で柱立てをして、具体的な施策の方向性の議

論を今後進めてまいりたいと考えております。  

  次のスライドは、それらを体像としてまとめておりますので、御確認いただければと

存じます。  

  最後になりますけれども、２枚、スライドを入れさせていただいてございます。  

  

○荒井資源循環計画担当課長 資源循環計画担当課長の荒井でございます。  

  私のほうからは、重点テーマでございますプラスチック対策についてと、食品ロス対

策についての審議について御説明させていただきます。  
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  まず、重点テーマでございました食品ロス対策についての審議でございますが、食品

ロスの目標につきましては、２０００年度比の半減というものを、コロナ禍による緊急

事態宣言や、飲食店の時短営業等の影響を受けまして、２０２０年度から目標達成して

いる状況でございます。  

  先ほど説明いたしました２０５０年東京戦略の案におきまして、この目標を２０３０

年度、６０％減。２０３５年度、６５％減という新たな目標の設定を考えておりまして、

食品関連事業者や消費者団体さん、また、有識者などで構成いたします東京都食品ロス

削減パートナーシップ会議で新たな施策を検討することとしております。  

  発生抑制、有効活用にＡＩやＤＸを活用し、新たな施策に反映していこうと考えてお

ります。  

  また、再生利用につきましても、自治体と連携して、生ごみの飼料化・肥料化事業な

ど、食品リサイクルの優良事例を創出できるような施策を食品ロス削減パートナーシッ

プ会議のほうで御審議していきたいと考えております。  

  こうした食品ロス対策の新たな施策につきまして議論を重ねまして、廃棄物審議会に

おきましては、その結果を御報告させていただき、御意見を賜りたいと考えております。  

  食品ロス対策の審議に関する説明については以上です。  

  続きまして、同じく重点テーマでございますプラスチック対策を説明させていただき

ます。  

  世界的には、２０２４年中に合意を目指しておりましたプラスチック汚染対策国際条

約が合意に至らず、今現在、議論が継続中でございます。  

  次回の政府間交渉は８月にスイスで開催するということが予定されているところです。  

  国内におきましても、第五次循環型社会形成推進基本計画や循環経済への移行加速化

パッケージなどにおいて、プラスチック対策を大きく取り上げておりまして、国内外に

おいても大きく動いているような状況でございます。  

  こうした中、都内のプラスチック焼却量につきましては、最新のデータで見ますと、

２０１７年と比較すると２０２２年度は、まだ横ばいのような状況になっておりまして、

２０３０年の目標であります家庭と大規模オフィスビルから排出されるプラスチックの

焼却量４０％削減、また、新たに２０５０年東京戦略におきましては、２０３５年目標

であります焼却量５０％削減に向けて、廃棄物審議会のほうで集中的に審議していただ

きたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。  

  プラスチック対策は以上でございます。  

○福安計画課長 最後、食品ロスの取組とプラスチック対策につきまして、今後の審議の

進め方も含めて、御説明させていただきました。  

  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。  

○田崎部会長 御説明ありがとうございます。  

  では、計画の基本的な考え方について、委員の皆様から御意見を伺いたいと思います。  

  同じように、挙手をした上で御発言いただければと思います。  

  

  粟生木委員、お願いいたします。  

○粟生木委員 粟生木です。御説明ありがとうございました。  
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  私からは、先ほど私が申し上げたコメントにも少し関連してしまうのですが、資料３

で御説明いただいたような、一大資源の消費地であるということであるとか、第三次産

業が多い、旅行者も多いということであったので、東京都の特性をとらえた計画の内容

をプラスしていただけると、よりよいと感じました。  

  例えば、一大消費地であるということは、人口が多いので、各個別の世帯での取組と

いうこともあると思うのですが、例えばホテルやオフィスでどういう消費形態とするか

を考えてもいいかなと思います。  

  それに加えて、オフィス等の建築物も多いので、建設廃棄物等が既に優先分野にはな

っていたかと思うのですが、建設廃棄物だけをどうするかというよりは、オフィスを建

てる、ホテルを建てる際の、資源使用の在り方も併せて考えていただけるといいのかな

と思いました。  

  それに関連して、大消費地ということと、広域化・集約化を進められていくというこ

とであったので、都内にスーパーエコタウンもありますけれども、そのような場に集約

化するとして、それを先ほど少し申し上げたみたいに、都内の製造プロセスに回すこと

もあると思いますけれども、都外の経済圏での生産プロセスに回すこともたくさんある

と思うんですね。  

  そのときに、そういうエコタウンであるとか、参考資料にサーキュラー・エコノミー

ポートの資料を入れていただいていたと思いますけど、廃棄物をどのように日本国内で

移動・資源循環させていくためのプロセスを踏むのかといった、長期的かつ少し広い経

済圏の視点での計画等があると、よりいいのかと感じました。  

  以上です。  

○田崎部会長 御指摘、ありがとうございます。  

  基本的に、計画に対するまず意見ですので、できるだけ委員から意見をいただいてか

ら、回答できるところを事務局にお答えいただこうと思います。  

  続いて、村上委員、どうぞお願いいたします。  

○村上委員 どうもありがとうございます。  

  基本的に何か反対するというところではないですが、ちょっと細かめな話になっちゃ

うかもしれませんけど、今ちょうどお出しいただいている一つ目の重点対策分野ですけ

れども、その社会課題への対処云々という話も含めると、LIBの話だけじゃなくて、も

う少し前向きなニュアンスでの小型家電とか、何かそういう話があってもいいのかなと

いう気がしました。  

  安全保障っぽい文脈で、あまり東京都が動かれてやられることってそんなにないかな

と思う中で、引っかかってくるのはその辺かなと思うので。ちょうど今、小電法見直し

の最中で、人口の多いまちはあらかた集まっていないというデータがかなりクリアに出

されていて、多分、東京都もそんなに多い方ではないという話になっていると思う。た

だ小売店等々、認定事業者が集めているだけだという説もなくもないので、まずは実態

からという話ではあると思いますが、その辺はあってもいいのかなと思いました、とい

うのが一つ目です。  

  それに関連するかしないかですけど、もうちょっとはっきりと消費者の消費というか、

物の使い方の形態を動かしましょうみたいなことをもう少し前向きに書き出してもいい
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かな。  

  概要のところに入っているのは、「２Ｒ」と書いていただいたり、「サーキュラービ

ジネス」と書いていただいたりということで、入っているのは分かるのですが、どっち

かというと、業を煽るほうに書いてあるようなイメージが強くて、いくらサーキュラー

ビジネスをやりたい人がいても、消費者が使ってくれなきゃしようがないので、そっち

側をもう少し強くお書きいただいてもいいのかなという気はしました。これはただの書

きぶりの問題だというふうに理解しています。  

  あと、柱３は多分これでいいと思っていまして、最後の方のプラの話とか、食ロスも

そうなのかもしれませんが、若干、最近気になっているのは、ここは東京都の話をして

いるので、特に中心部に限って言うと、非常に大きなタワーマンションみたいなやつが

山のようにできてきて、まだ増えていると思っていて、そういうところに関して言うと、

マンションの管理組合や、その後ろにいらっしゃる管理会社さんとかが、結構、ごみを

どこに持っていくか左右されているような気がしていて、私自身も都心部集合住宅住み

の口ですけれども、ちょっと「あれ」と思うようなことを時々やっていたりするんです

ね。  

  なので、その辺の人たちが、例えば、プラとかに対してどういうふうに動いていらっ

しゃるのかみたいなところは、一度、確認したほうがいいかなという気がします。  

  国全体としてマクロのプラの話をしているときは、どちらかというと、製造業の方、

皆さんがどう再生原料を使うかとか、どうやって確保するかみたいな話が多い中で、や

っぱり都道府県でやっていただいたりするところ、市区町村さんもそうですけれども、

どちらかというと、排出者のところの話だと思うので、そこにぜひもう一歩ぐらいがば

っと踏み込んでいただきたい、という中の一つとして、ちょっとその辺、東京都固有な

気もします、都心部固有の気もしますので、何か調べられるものなら調べていただけな

いかなという気がしました。  

  ちょっと細かい話で申し訳ありませんが、ただ、いろんなところに引っかかる気もす

るので、もし可能であればお願いできればと思います。  

 

  以上です。  

○田崎部会長 では、続いて、森本委員、お願いいたします。  

○森本委員 ありがとうございます。  

  この柱立てが今回の議論だとすると、ちょっと頭の整理をしたいんですけども、柱の

３というのは、言わばその適正処理の世界だと思うんですね。  

  柱の１と柱の２の関係ですけども、柱の１というのは、資源ロス削減と循環利用の強

化・徹底。つまり今やっていることの深掘りという感じなのかなと。  

  それに対して、柱の２というのは「社会変革の加速」と書いてありますので、サーキ

ュラー・エコノミーに向けて、どういうふうに社会構造を変えていくかというふうな話

を書いていきたいと、こういうことだと理解しております。  

  そうやって考えたときに、柱の１はたくさん書くことはあると思うのですが、柱の２

が、一言で言うと、寂しいかなと実は思っていて、柱の１の中にも、恐らく柱の２のほ

うに書き込めるようなものも出てくるのかなと思いました。  
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  あとは、柱２の中の順番ですけども、多様な主体との連携・協働が最初にあって、新

たな仕組みづくり、それから、主流化でモデル的なところということかもしれませんけ

ど、この順番も、大上段にいくと、真ん中が１番目に来て、そのための方法論として、

多様な主体との連携・協働とか、持続可能な資源利用の主流化が来るのかなとも思いま

して、その辺、どういうストーリーを作られるかによると思うんですけども、いろいろ

考えていただいたらいいのかなというふうに思いました。  

  以上でございます。  

○田崎部会長 貴重な視点、御指摘ありがとうございます。  

  では、続いて、天沢委員、お願いいたします。  

○天沢委員 ありがとうございます。  

  ２点、コメントさせてください。  

  １点目は、先ほどの粟生木委員のコメントとかぶるところが多いかなと思うんですけ

れども、今回、御説明いただいた施策のほうで、なかなか東京だからこそやっていくべ

き、または特色がちょっと見えにくいかなと思いました。  

  最初のほうに御説明いただいたように、大量消費があって、人口が多いであるとか、

飲食店が多い、観光客が多いみたいな特色が既に分かっていますので、それをうまく、

戦略的に、この施策のほうにも盛り込むことができるんじゃないかなと思います。  

  １点、私が気づいたところとしては、例えばリユースやシェアリングについて、計画

の柱１に入れていただいているのですが、これは本当に都市だからこそできるビジネス

の一つであって、東京だからできることであって、だからこそ東京が率先して、どうい

うふうにうまく回していくかというのを見せることができるものの一つなんじゃないか

なと思います。  

  最初のほうにも少し議論がありましたように、やはりサーキュラー・エコノミーは、

このリユース、またはシェアリングといった２Ｒの推進がまず先手だと思っております

ので、こういうところも御検討いただければいいかなと思います。  

２点目に、柱の３の最後で書かれておりましたシナジー施策、廃棄物処理システムの

脱炭素化とシナジー施策ということで、今ここで書かれているのは、本当に環境施策の

中だけでのシナジー施策のみ書かれているように思うんですけれども、サーキュラー・

エコノミーのコンセプトにもう一回立ち戻ってみますと、要は物を循環させて、お金も

うけもしようじゃないかというのが一つのアイデアですので、経済効果も見込めるはず

なんですよね、コンセプト的には。  

なので、経済効果とのシナジーであるとか、雇用、ほかの社会効果のシナジーも検討

して、こちらに入れることができるんじゃないかなと思いました。  

  私からは以上です。ありがとうございます。  

○田崎部会長 ありがとうございます。  

  では、続いて、大石委員、お願いいたします。  

○大石委員 ありがとうございます。私からは、お願いといいますか、１点だけ発言させ

ていただければと思います。  

  今回、プラスチックについて重点的にヒアリングを設けるというお話だったのですが、

都内、いろいろな区で、当初は容器包装に関連してプラスチックの分別回収をしていた
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ものが、資源としてのプラスチックの回収に変わってきています。  

  制度の変更により、実際に集められているプラスチックの中身の変化ですとか、リサ

イクルへの寄与など、もしそういう統計的な変化がわかるものがあれば、ぜひ、今回の

プラスチック対策の審議の中で、都としてお示しいただければと思います。  

  それぞれの区市町村になってしまうのかもしれませんが、やはりプラスチックという

ものについて今後考えていくときに、現在の状況をしっかりと把握しておくということ

は大変重要かと思いますので、その辺りを提案させていただきました。  

  以上です。  

○田崎部会長 ありがとうございます。  

  では、続いて、岡山委員、お願いいたします。  

○岡山委員 ありがとうございます。  

  私も、特段反対ということは全くないのですけども、５２ページ、柱の１のところは

やはりすごく重要なところだと思っています。  

  先ほど参考にあったように、例えば廃棄物の発生の仕方は、多摩地区と区部で全く違

います。組成を見ていても、区部のほうでは、例えば紙類も多いし、衣類も多い、繊維

類等が、多摩と比べると発生量はとても多いです。  

  そこに特に重点的に手を入れるということであれば、前回も言いましたけれども、こ

ちらで誘導型の料金の設定というのはぜひ検討していただきたいというのと、むしろ区

部では、多摩地区並みの処理手数料に合わせていただけると、ものすごくいろいろなと

ころで資源化が進むと思われる、あるいは発生抑制が進むと考えています。  

  住民のほうまで有料化するかというのはまた議論があるかと思いますけれども、事業

者の手数料というのは、ぜひ重点的に検討していただきたいなと思っています。  

  併せて、先ほど言いました、例えば繊維類、ファッションロスという話も、エシカル

ファッションという話もありますが、区部の方にアンケートを取ると、やはり５５％ぐ

らいが着なくなったら可燃ごみで捨てると答えている。  

  一方で、近くでリユースに出せるのであれば出したい、重いので持っていくのが嫌と

いうことが多かったので、集団回収をやっている区もありますし、豊島区のように、普

通に行政回収しているところもありますが、そういうところがあまり知られていないの

で、各区には、区の実施、あるいはその普及啓発をもう少し押ししていただけるといい

なと思います。  

  併せて紙類も、区部のほうが組成として非常に排出量が多いのですが、これも全区で

しているので、もう少し何か啓発をしていただけるといいと思います。  

  プラスチックですが、先ほどから皆さんも言っているので、私からは特段ないのです

が、現在、区部においては世田谷区以外は全て導入を決定して、導入しているところも

多くあります。  

  ただ、やはり気になるのは、今まで容器包装リサイクル法を半分以上がやっていなか

ったということもあり、今度は、全部一緒くたにプラスチックを集めるようになったこ

とで、結局、全部燃やすのでは、一体何になるのかといったところの、消費者の方から

なぜ分けなくてはいけないのか、という説明がないので不信感といったものも多く上が

っているように思われます。  
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  ですので各区には、区民に対しもう少し丁寧な、なぜこれをやるといいのか、どのよ

うな環境的な効果があるのかの情報開示、普及啓発をぜひ丁寧にやっていただけたらな

と、それを都としては応援していただきたいと思います。  

  以上です。  

○田崎部会長 ありがとうございます。  

  それでは、続いて、平湯委員、お願いいたします。  

○平湯委員 平湯です。  

  現行のものと比べて、サーキュラー・エコノミーがかなりのキーワードになるという

ことであり、もう少しその表現が出てきてもよいのかなというのを、最初に読んだとき

に思いました。  

  それから、先ほど委員の先生からもお話がありましたけど、計画の柱の５３ページ、

そちらを見たときに、私も順番はこれでいいのかなと思った一人で、真ん中が順番とし

ては先に来るものではというのを思いました。  

  それから、サーキュラー・エコノミーに関する新たな社会指標の設定検討とあります

が、政府が考えていたり、各省庁が考えたり、各企業、製品ごとに考えたり、いろいろ

な指標がある中で、東京都はこういう指標で見ていきますのようなめどが立っている状

況なのでしょうか。これは非常に難しいところかなと思っています。  

  「サーキュラー・エコノミーの状況の可視化」とか、そういう表現でもいいのかなと

思ったりもします。その辺りが気になりました。感想ということになります。よろしく

お願いします。  

○田崎部会長 ありがとうございます。  

  では、続いて、高橋委員、お願いいたします。  

○高橋委員 高橋です。よろしくお願いします。  

  ちょうど今映っているので、このページについてということで、私も全般的なところ

については特に異論はなく、方向性としては、こういったことでいいんじゃないかなと

思います。  

  ただ、皆様が言っているように、この計画２については、やっぱり順番が、真ん中が

一番上なのかなというのは私も思いました。  

  先ほど、別の方からも出ていましたけれども、この時代に対応した新たな仕組みづく

りはすごく大事なところだと思うんですけれども、事業者の目線からすると、ここに新

たなビジネスチャンスを見つけてトライをしようと考えたときに、一定のコストをかけ

て、例えばリサイクルのものを使うとか、原材料として使う、あるいはリサイクルしや

すい製品にあえてするというところで、通常よりも費用をかけて製品を提供していくと

なると、当然、価格面で高くなってくる。それでもしっかり消費者に評価をしていただ

いて、購入が進むということが必要になってくると思う。そういったところが大事だと

いう辺りが、この２行だとよく分からないので、その辺りを少し、消費者の購買意欲を

高めるような指標づくりなのか、認定制度なのか、規制緩和なのか、ちょっとよく分か

らないんですけど、そういう記載があってもいいのかなと思った次第です。  

  以上でございます。  

○田崎部会長 ありがとうございます。  
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  では、続いて、山本委員、お願いいたします。  

○山本委員 ありがとうございます。  

  私も、反対とかそういうのはなくて、非常にいろんな御意見がもっともだなと思いな

がら聞いておりましたが、うまくまとめていただいたと思っています。  

  その上で感じたことは、いわゆる出口側のお話がやっぱりメインというのはそうだと

思う。入り口側の動脈側の話といいますか、そういうところというのは、この柱の２の

ところなのかもしれないけども、手薄と先ほど御意見もありましたが、おっしゃられる

とおりかと。  

  その理由を邪推しますと、資源循環・廃棄物処理計画という中で、切り分けを、響き

の悪い言い方をすると縦割りみたいなことをしたときに、これよりもさらに動脈側の施

策に踏み込んでいくということは、やりにくいのか、けしからんと言われるのか分から

ないですけど。そういうような、何かセクショナリズムみたいなのがあったりするのか

なとか思ったりしている。もしそういうことがあるとすると、それはそれで仕方がない

ことだとは思うのですが、今回、この計画がうまく進んだ後の、次の計画を考えるぐら

いになってくると、やっぱりそこら辺を避けて通れなくなってくるような気がする。大

変な動かしになると思うので、少しずつそういう目出しというか、社会になっていけば

変わるのかもしれませんが、そういう長期的な視点というのも、もしかしたら、今後必

要になってくるのかなと思いました。  

  以上です。  

○田崎部会長 ありがとうございます。  

  では、最後に、私からも意見を言わせていただいて、事務局の回答にしたいと思いま

す。  

  まず、私からは、この前の５２ページ目のスライドの一つ目のところがやっぱりちょ

っと気になっていまして、「包括的な」というところ、どう包括的かをもう少し説明し

ていかないといけないだろうと考えております。  

  私としては、多分、三つぐらいの包括があるのではないかと思いまして、例えば一般

廃棄物と事業系をまとめて処理するというような、同じような性状を持つものをいかに

効率的に、効果的に資源循環させていくのかという包括性の話と、先ほど岡山委員から

も指摘があった２Ｒとかと、３Ｒのそもそもの優先順位がある中、リデュース、リユー

ス、リペアとか、シェアリング、そして、リサイクルも含めて、それをどう包括的にや

っていくのかという視点もあろうかと思います。  

  それから、本日、資料の中では、２０５０の東京戦略案が出ていますけれども、一般

廃棄物のリサイクル率、１８ページでいいますと、４０％という目標を掲げているんで

すね。  

  これは残りの部分が、大体焼却が多いということを考えますと、今、７５％ぐらいの

焼却だったものを６５％までに下げるというような、結構、大胆な目標であり、これを

本当にやるなら腹をくくってやらなくちゃいけないと思っているんですけれども、廃棄

物の適正処理をきちんとしていくという施策と資源循環をきちんとさせていくというの

は、コインの裏表の関係にありますので、両方バランスよくやってかなくちゃいけない。  

  こういった意味での包括性もあるということで、５２枚目のスライドに戻っていただ
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きまして、計画１のこの「包括」って何だというところは、きちんと打ち出していただ

きたいなと思っております。  

  それから、ビジネスモデルだけじゃなくて、ライフスタイルだというところも、御指

摘がありましたとおり、廃棄物の徹底した発生抑制という見出しだと、ひょっとして都

民の方はさらに我慢をさせられるのかというようなことを思うかもしれないというとこ

で、もう少しポジティブに、新しいライフスタイルを作るという意味での視点をもう少

し入れ込んでいただいたほうがいいかと思っております。  

  それから、都の特徴というのは強く打ち出せたほうがいいと思っておりまして、そこ

に書いてある２番目の中の誘導型料金設定の話がありますけれども、これは、ごみの排

出者の責任を全うさせる、多く出している人は全うさせるということになるんですけど

も、逆に言うと、フリーライダーをできるだけ減らしていくということにもなってくる。

ある意味、海外からの旅行者というのは、ごみに対してお金を払っていない部分はある

ので、そこからどうやってお金を徴収するのかというような視点も、長期的には考えな

くてはいけないですし、それを区民のお金から出しているということでいいのかという

ような話も、突き詰めれば出てくると思います。  

  少し長期的な視点と、都の特徴ということを生かしたという、認識したというところ

での領域を少し意識していただいて各施策を練っていただければと思います。  

  私からのコメントは以上となります。  

  では、委員の方からいろいろ意見が出ました。今後の部会でお答えするような核論的

なところもあると思うんですけど、残り時間が少ないので、比較的、計画の柱立てとい

うような大きなところで回答すべきところを重点的に事務局のほうから御回答いただけ

ればと思います。  

  また、現時点で御回答いただけない部分は、今後の課題として受け止めていただけれ

ばと思っております。  

  では、事務局のほうから御回答のほど、よろしくお願いいたします。  

○福安計画課長 委員の皆様、ありがとうございました。  

  今後の計画改定の審議を進めるに当たって、非常に重要な示唆に富む御意見をいただ

いたと思ってございます。  

  今回、先生方、本日御欠席の森先生からも、御意見をいただいておりますので、最初

に御紹介させていただきます。森先生から、大筋で論点について、特にその資料４の柱

立てのところについて、異論はないというところではあるのですが、三つの柱立ての中

で、特に、本日たくさん意見が出ました柱の二つ目、社会変革の加速、これはやはり重

要だと考えています。  

  この柱２、ここについては、委員からも御意見をいただいていますけれども、やや抽

象度が高い内容になっている。これまであまり取り組まれてこなかったチャレンジング

な内容が含まれているというところもあるのだろうと認識しています。  

  次回以降の会議で具体的な議論を重点的にできればということを希望しますというこ

とと、この柱の２に含まれます仕組みづくり、アライアンスの構築、先駆的な２Ｒ、水

平リサイクルの社会実装拡大については、市町村だけの取組では難しい。東京都ならで

はの取組ということで、東京都が率先して取り組むだけではなく、そのプロセス、成果
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を都内の市区町村と広く協働、共有いただきたいと思います。という御意見をいただい

てございます。  

  今後の議論の進め方と関連いたしますけれども、まず先生方から言われているこの資

源循環廃棄物処理計画につきましては、おっしゃるとおり、廃棄物処理法に基づく法定

計画という前提になっておりますけれども、サーキュラー・エコノミーの視点を入れる

というところにチャレンジしているというところは、おっしゃるとおりかと思います。  

  そうした中で、今後の進め方ですけれども、まず、先生方がおっしゃられた東京の地

域特性をいかにこの計画の中に盛り込んでいくのかと、第三次産業の割合が非常に高い、

集合住宅が多い、料金設定の在り方、こういった東京の地域特性というものをどう計画

の中で捕まえるのかということが、まず１点目、重要かと思っております。  

  また、二つ目、重点的な取組として、御意見の中で小型家電、繊維、あと２Ｒの取組、

消費者の買い方、使い方の見直しという観点も重点的に議論は必要ではないかという御

意見はごもっともかと思いますので、今後の議論に反映させてまいりたいと考えており

ます。  

  また、３点目でございますけれども、都内だけで考えるのではなく、都外も含めた国

内の資源循環という観点、こちらも非常に重要と考えております。  

  「動静脈連携」と書かせていただいておりますけれども、国の再資源化事業等高度化

法の中でも、トレーサビリティの確保ということで、定量的に再資源化量を今後報告し

ていくような制度も見据えて制度が検討されているという中で、東京都でもＤＸを使っ

てそういったトレーサビリティ、資源循環の定量化も、いろいろと考えていきたいと考

えておりますので、そういった施策の方向性も盛り込んでいければいいなと考えており

ます。  

  最後になりますけれども、柱立ての観点、計画のストーリーがしっかりと、都民、事

業者の方、自治体に向けてしっかりと伝わるような柱立てを考えてまいりたいと思いま

す。  

  本日いただいた御意見を反映させて、また、次回以降の議論を進めてまいりたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

  事務局からの御説明は以上でございます。  

○田崎部会長 事務局からの御回答、ありがとうございました。  

  本日の議論はまだ消化不良の部分はあるかと思いますけれども、今後の議論の中で、

我々委員から指摘したこと、それから、今回答いただいたことがきちんと反映できるよ

うな形で議論が進めていければと思います。  

  それでは、そのためにも、改定スケジュールについて、資料５を用いて、事務局から

御説明いただければと存じます。お願いいたします。  

○福安計画課長 田崎先生、ありがとうございます。  

  今後の改定スケジュールは、資料５のとおりでございます。  

  本日は３月２７日でございます。次回でございますけれども、４月の下旬に、計画部

会第３回といたしまして、各関係団体からのヒアリングを予定してございますので、そ

こで、また循環経済の取組に向けた各自治体もしくは関係団体、業界団体からの取組状

況、実態を把握して議論ができればと考えております。  
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  ５月下旬以降、計画部会を順次進めさせていただきまして、秋の取りまとめに向けて

議論を進めてまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。  

  スケジュールの御説明は以上でございます。  

○田崎部会長 それでは、今のスケジュールの説明につきまして、何か御質問等はござい

ますでしょうか。  

（なし）  

○田崎部会長 今日の議事の三つ目のその他が今のスケジュールだったのですが、そのほ

か、何か全体的なところで意見はございますか。大丈夫でしょうか。  

（なし）  

○田崎部会長 以上をもちまして本日の議事は終了いたしました。  

  進行を事務局に戻したいと思います。よろしくお願いいたします。  

○福安計画課長 委員の皆様、田崎部会長、ありがとうございました。  

   

  本日の東京都廃棄物審議会計画部会はこれにて閉会させていただきます。本日はどう

もありがとうございました。  

 

（午後 ３時００分 閉会）  

 

 


